
企業局建設工事執行規則取扱要綱

（趣旨）

第１ 建設工事の執行については、財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）、建設工事

執行規則（昭和３９年宮城県規則第９号。以下「執行規則」という。）その他法令等に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

（工事の執行方法）

第２ 工事執行者（執行規則第２条第２号の工事執行者をいう。以下同じ。）は、請負に

よる工事の執行を原則とする。ただし、工事の目的又は性質等により必要がある場合は、

国、地方公共団体、公社・公団その他適当と認めるものに工事を委託し、執行すること

ができる。

２ 執行規則第３条第１項ただし書に規定する特に必要がある場合とは、次に掲げるとお

りとする。

(1) 建設工事（以下「工事」という。）の目的又は性質により、請負又は委託に付すこ

とが不適当と認められるとき。

(2) 急な施工を要し、請負又は委託に付すことが困難と認められるとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認められるとき。

（競争入札の適用基準）

第３ 一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）の適用の基準は、別

に定める。

（電子入札の運用）

第３の２ 競争入札又は見積書の徴収を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式又はその他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）の送受信により執行する入札（以下「電子

入札」という。）で行う場合の運用については、この要綱で定めるもののほか必要な事

項を別に定めるものとする。

（競争入札参加資格条件）

第４ 工事執行者は、執行規則第５条の３第２項の規定に基づき競争入札に参加する者に

必要な資格を定めるとき、次に掲げる事項に係る資格条件を必ず付さなければならない。

ただし、第７号については、共同企業体を入札参加対象としない場合にあっては、この

限りでない。

(1) 入札期日（電子入札又は郵送により入札書を提出する場合においては開札日とす

る。以下同じ。）において、発注する対象工事に対応する業種及び等級について、執

行規則第４条第１項の登録を受けていること。

(2) 入札期日において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」と

いう。）第１６７条の４の規定に該当しないこと。

(3) 入札期日において、宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領（令和２年４

月１日施行）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受けている期間中で



ないこと。

(4) 入札期日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てをしていないこと及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てをしていないこと（申立てをしている場合にあっては、別に定

めるところにより、知事の再評価を受けている者は除く。）。

(5) 入札期日において、銀行取引停止となっていないこと（取引停止となっている場合

にあっては、別に定めるところにより、知事の再評価を受けている者は除く。）。

(6) 入札期日において、本県の入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）

別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。

(7) 同一の入札には、共同企業体の構成員である場合を含め、重複して参加することは

できないこと。

２ 工事執行者は、前項に掲げるもののほか、入札に付す工事の内容等により、次の事項

について、資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工実績等の技術条件に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 共同企業体に関すること。

３ 工事執行者は、前項第３号に関し入札公告日（指名競争入札にあっては、指名通知日）

の過去１年以内に、次の事項に該当した場合は、前項第３号で条件を付した配置技術者

のほか１者を専任で当該工事現場に配置させなければならない。

(1) 県工事検査規程（昭和３９年訓令甲第６号）に基づく工事成績評点が６５点未満で

あったとき。

(2) 工事請負契約書に基づいて修補の指示を受けたことがあるとき。

(3) 品質管理又は安全管理に関する要件により指名停止を受けたとき。

(4) 工事施工者自らに起因して工期を大幅に遅延させたとき。

（競争入札参加資格条件の決定）

第５ 第４第２項に規定する資格及び条件を設けようとするときは、別に定める建設工事

競争入札委員会（以下「入札委員会」という。）において審議し、決定する。

２  前項の内申は、入札に付す工事を発注する課（室）長（課（室）及び地方機関入札委

員会の場合は、担当班長等。以下「工事担当課長等」という。）が、入札参加条件設定

調書（様式第１号）により行うものとする。

（競争入札の周知等）

第６ 工事執行者は、競争入札の実施に関し必要な事項を、執行規則第６条第１項に規定

する公告（以下「入札公告」という。）、同規則第７条第２項に規定する通知（以下「指

名通知」という。）等により周知するものとする。

２ 工事執行者は、執行規則第１２条に規定する調査基準価格（以下「調査基準価格」と

いう。）を設けたときは、入札公告又は指名通知（以下「入札公告等」という。）及び

入札執行の際に必要に応じて次の事項を周知するものとする。

(1) 政令第１６７条の１０第１項の規定により入札価格及び落札候補者を調査するため

の調査基準価格を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われたときは、入札を保留し、調査の上、後日落



札者を決定すること。ただし、調査基準価格を下回らない入札であっても別に定める

企業局入札後審査方式一般競争入札（ダイレクト型）実施要領（平成１６年４月１日

施行）第２を適用した工事（以下「ダイレクト入札」という。）及び建設工事総合評

価落札方式（簡易型・標準型）実施要領（平成１８年４月１日施行）第２を適用した

工事（以下「総合評価」という。）の入札を行った場合は、入札を保留し、審査の上、

後日落札者を決定すること。

(3) 調査基準価格を下回った入札及び建設業違反容疑等について県が調査中である

者が行った入札（以下「調査基準価格を下回った入札等」という。）については、

落札候補者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回った入札等を行った者は、事後の事情聴取等の調査に応じなけ

ればならないこと。

３ 工事執行者は、入札に参加する者に対し、入札時に、当該入札額を見積もった工事費

の内訳書（以下「工事費内訳書」という。）の提出を求めることができる。この場合に

おいて、工事執行者は第１項の規定により周知しなければならない。

（競争入札参加資格確認申請等）

第７ 入札参加者を公募する競争入札（以下「一般競争入札等」という。）に参加しよう

とする者（以下「入札参加申請者」という。）は、入札参加資格確認申請書（様式第２

号）に必要事項を記入し、入札公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければ

ならない。

２ 工事執行者は、入札参加申請者の入札参加資格の確認のため必要と認めるときは、前

項の入札参加資格確認申請書に、施工実績等確認調書（様式第３号）その他の必要書類

を添付させることができる。

３ 工事執行者は、次に掲げる書類一式を、ホームページ又は電子入札のシステムに掲載

し、閲覧及びダウンロードできるようにする。ただし、各執行機関は希望者に当該書類

を配布することができる。

(1) 入札公告の写し

(2) 入札参加資格確認申請書（施工実績等確認調書を含む。）の用紙

(3) 宮城県企業局建設工事競争入札参加心得

(4) 入札保証に関する説明書類

  (5) 契約保証に関する説明書類

(6) その他入札に参加するに当たり必要な書類

４ 入札参加資格確認申請書の提出は１部とし、提出方法は配達証明付き郵便に限るもの

とする。ただし、工事執行者が特に認めた場合は、この限りでない。

５ 入札参加資格確認申請書の提出は、入札公告の日の翌日から起算して７日目以降の当

該入札公告で指定した日までに当該入札公告で指定した場所に到達したものに限るもの

とする。

６ 前項に規定する期限を過ぎて到達した入札参加資格確認申請書は受理せず、速やかに

当該申請者に返却するものとする。

７ 執行規則第８条の規定により入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、別に定めるも

のとする。

８ 工事執行者は、執行規則第８条の規定により入札保証金を納めさせる場合において、

入札参加者が銀行、工事執行者が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金



利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関を

いう。）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律

第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）による契約保証の予約を

受け、その証書を提出したときは、執行規則第１０条第１項第２号に該当するものとし

て、同項の規定により入札保証金の全部を免除するものとする。

９ ダイレクト入札については、第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定は適用

しない。

（競争入札参加資格の確認）

第８ 別表の入札参加資格確認者の欄に掲げる者（以下「資格確認者」という。）は、入

札参加申請者から入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、必要に応じて工事担

当課長等と協議の上、第５第１項の規定により決定した競争入札の参加資格（以下「入

札参加資格」という。）を確認するものとする。

２ 資格確認者は、前項の確認において入札参加申請者の入札参加資格に疑義が生じた場

合は、入札委員会に諮り、委員会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとす

る。

３ 資格確認者は、前２項の規定による入札参加資格の確認の結果を、入札参加申請者に

対して、入札参加資格確認結果通知書（様式第４号の１又は２）により通知するものと

する。ただし、入札参加者を公募する指名競争入札にあっては、前段の通知は、執行規

則第７条第２項の通知によるものとする。

４ 前項の場合において、入札参加資格を有しないと認められた入札参加申請者に対して

は、その理由を付さなければならない。

５ ダイレクト入札については第１項から前項までの規定は適用しない。

（特定建設工事共同企業体の取扱い）

第９ 第４第２項に規定する条件として、特定建設工事共同企業体（以下「特定企業体」

という。）の結成を求める場合は、宮城県建設工事共同企業体運用基準（平成１９年４

月１日施行）によるものとする。

２ 特定企業体の結成は、入札参加資格を満たす構成員の任意による結成とする。

３ 特定企業体の入札参加の申請等に関しては、第７及び第８の規定を準用する。この場

合において「競争入札に参加しようとする者」を「競争入札に参加しようとする特定企

業体」に読み替えるものとする。

４ 特定企業体にあっては、前項で準用する第７第２項に規定する添付書類に次に掲げる

書類を加えるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) 入札・契約の権限に関する構成員間の委任状

５ 資格確認者は、第３項で準用する第８第１項及び第２項の規定により入札参加資格を

有することを確認した特定企業体の名簿を、遅滞なく契約課長に送付するものとする。

６ 契約課長は、前項の名簿に掲載された特定企業体を宮城県工事管理総合システムに登

録するものとする。

（指名）

第１０ 執行規則第７条第１項の指名は、建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準（平



成１４年宮城県告示第３６９号。以下「指名基準」という。）に基づき行うものとする。

（見積期間）                   

第１１ 執行規則第７条の２に規定する見積期間の日数には、原則として、土曜日、日曜

日並びに４月２９日から翌５月５日まで、８月１３日から同月１６日まで及び１２月２

９日から翌年の１月３日までの期間を含まないものとする。

２ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条第１項ただし書に規定する見積

期間の短縮は、原則として行わないものとする。

（設計図書等の閲覧）

第１２ 工事執行者は、仕様書及び図面等（以下「設計図書等」という。）を必要部数作

成し、見積期間中、閲覧に供するとともに、貸し出しするものとする。

２ 工事執行者は、一般競争入札等においては、前項の閲覧及び貸出のほか、入札参加申

請者が、見積期間中、県が指定する場所において設計図書等の複写をすることができる

ようにするものとする。

３ 第１項及び第２項の規定については、入札参加申請者又は指名通知を受けた者（以下

「指名業者」という。）に設計図書等を配布する場合は、この限りでない。

４ 工事執行者は、入札参加申請者又は指名業者から、指定した期間中、設計図書等に関

する質問・回答書（様式第５号）により、設計図書等について質問を受け付けるものと

する。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

５ 工事執行者は、前項の規定により提出された質問について設計図書等に関する質問・

回答書（様式第５号）を作成し、閲覧場所において、入札公告等により指定した日まで

閲覧に供さなければならない。

（予定価格調書の記載）

第１３ 執行規則第１１条の予定価格調書（様式第６号）の記載事項のうち、予定価格、

最低制限価格及び請負対象額のそれぞれ消費税及び地方消費税の額を除く額の欄は、千

円未満の端数を切り捨てた額とする。

２ 予定価格調書の記載事項のうち調査基準価格は、第１５の規定により得た額とする。

（最低制限価格・調査基準価格の設定）

第１４ 最低制限価格及び調査基準価格を設ける場合の基準は、別に定める。

（調査基準価格の算定）

第１５ 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額（以下「税抜き調査基準価格」

という。）は、次の式により求める。

設計額の直接工事費×０．９７＋設計額の共通仮設費×０．９０＋設計額の現場管理

費相当額×０．９０＋設計額の一般管理費等×０．６８

ただし、その額が設計額に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては設

計額に１０分の９．２を乗じて得た額とし、設計額に１０分の７．５を乗じて得た額に

満たない場合にあっては設計額に１０分の７．５を乗じて得た額とする。

(1) 税抜き調査基準価格に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。



(2) 設計額は、消費税及び地方消費税の額を除いた額をいう。

(3) 直接工事費、共通仮設費及び現場管理費相当額は、別に定める履行能力確認調査に

おける数値的判断基準（平成１７年４月１日施行）による。

(4) 設計額の一般管理費等は、設計額から直接工事費、共通仮設費及び現場管理費相当

額を控除した額をいう。

２ 調査基準価格（消費税及び地方消費税の額を含む。）は、税抜き調査基準価格に消費

税及び地方消費税の額を加算して得た額とする。

（最低制限価格の算定）

第１５の２ 第１５の規定は、最低制限価格の消費税及び地方消費税の額を除く額につい

て準用する。この場合において、「調査基準価格」とあるのは「最低制限価格」と読み

替えることができるものとする。

（入札の執行等）

第１６ 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとす

る。

２ 入札執行者は、入札結果について、次のとおり公表するものとする。

(1) 落札決定した場合 落札金額、落札者名及び調査基準価格又は最低制限価格

(2) 調査基準価格を下回った場合 最低入札金額、その入札者名及び調査基準価格

(3) 再度入札を行う場合 最低入札金額

３ 入札者及び代理人（以下「入札者等」という。）は、入札書を提出する前に限り、入

札を辞退することができる。

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、入札書を提出

した後において、落札候補者を辞退することができるものとする。

(1) 同一技術者の配置を予定した工事の一つで落札候補者となった後に、当該技術者の

配置を予定した他の工事で落札候補者となったとき。

  (2) 同一技術者の配置を予定した工事の一つで落札者となった後に、当該技術者の配置

を予定した他の工事で落札候補者となったとき。

５ 前項の規定により落札候補者を辞退する工事と技術者が重複するもう一方の工事は、

宮城県以外が発注するものを含む。

６ 第４項の規定により落札候補者を辞退するときは、県が別に定める期限までに、落札

候補者の辞退届（様式第１１号）を提出しなければならない。

７ 入札又は開札後において、入札者等から、設計図書等についての不明又は錯誤等を理

由に異議の申立てがあった場合は、これを受け付けないものとする。

（入札又は開札の延期等）

第１７ 執行規則第１５条第２号の規定は、談合情報対応マニュアルに基づき判断が必要

な場合のほか、別に定める場合に適用する。

２ 執行規則第１５条第３号の規定は、予定価格、設計図書等、入札参加条件など（以下

「予定価格等」という。）に錯誤があったと認められる場合などの不測の事態に適用する

ものとする。ただし、錯誤が入札又は開札後から契約締結前までに認められた場合であっ

て、落札者又は落札の候補とする者の入札の価格及び資格等が、当該錯誤がない場合にお

ける適正な予定価格等に対応した正当なものであると認められたときは、適用しないもの



とする。

（入札の無効）

第１８ 執行規則第１６条第３号に該当する場合は、次のとおりとする。ただし、電子入

札については、第１号から第３号までの規定は適用しない。

(1) 入札者又は代理人の記名を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(3) 誤字、脱字等により意思が不明な入札

(4) その他入札執行者が入札者又は代理人の意思が不明と認めた入札

（落札者の決定）

第１９ 入札執行者は、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を宣言す

る。

２ 調査基準価格を設けた工事にあっては、最低の入札価格が当該調査基準価格を下回る

場合及び落札候補者が建設業法違反容疑等について県の調査中である場合は、入札を保

留し、入札委員会において審議の上、落札者を決定するものとする。ただし、第２０第

９項の規定により調査を省略した場合及び企業局入札後審査方式一般競争入札（ダイレ

クト型）実施要領第８第２項に定める施工体制事前提出方式を適用し、別に定める数値

的判断基準（以下「数値的判断基準」という。）により落札不適当と判定された場合は

入札委員会における審議を要しないものとする。

３ 電子入札又は郵送による紙入札により落札者を決定した場合には、所定の方法で落札

通知を行うものとし、第１項の規定は適用しない。

（履行能力確認の調査）

第２０ 工事担当課長等は、第１９第２項の規定により入札が保留となったときは、落札

候補者と契約することが、契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障

がないかを調査するものとする。

２ 前項の調査は、落札候補者からの履行能力確認調査回答書（様式第８号）及び関係資

料の提出及び事情聴取並びに関係機関への照会その他の方法により行うものとし、その

内容は原則として次のとおりとする。この場合の具体的調査方法等については別に定め

る。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性並びに労務、資材等の調達等の適否に関する事項

(2) 施工能力の適否に関する事項

(3) 落札候補者の経営状況に関する事項

(4) 落札候補者の建設業法違反容疑等に関する事項

  (5) その他の必要な事項

３ 工事担当課長等は、第１項に規定する調査を、入札を保留とした日から１０日間を目

途に行うものとする。ただし、総合評価を適用した工事の場合については、この限りで

はない。

４ 第２項に規定する資料の提出は、期限を付して求めるものとする。

５ 調査基準価格を設けた入札については、入札公告等において、工事費内訳書の提出を

求めることがあることを明示し、入札執行者は、入札時に全ての入札者等から当該工事

費内訳書を提出させることができるものとする。



６ 工事担当課長等は、第４第２項の規定により、工事現場に配置する技術者の資格等を

入札参加条件とした場合は、第１項に規定する調査において、期限を付して配置技術者

届出書（様式第７号）を提出させるものとする。

７ 工事担当課長等は、第１項に規定する調査を終了したときは、履行能力確認調査票（様

式第９号）を作成し、入札委員会に諮らなければならない。

８ 数値的判断基準により落札不適当と判定された場合は、第２項、第４項、第６項及び

前項の規定は適用しない。

９ 別に定めのある場合は、第１項に規定する調査（数値的判断基準を除く。）を省略す

るものとする。

（履行能力確認調査結果の審議）

第２１ 入札委員会は、工事担当課長等が行った第２０の調査の結果について審議し、落

札の適否を決定するものとする。ただし、第２０第９項の規定により調査を省略した場

合及び数値的判断基準により落札不適当と判定された場合を除く。

（調査基準価格を下回った入札等の落札者決定）

第２２ 入札執行者は、前条の入札委員会の審議の結果、落札適当となった場合は、落札

候補者を落札者と決定し、落札不適当となった場合（数値的判断基準により落札不適当

と判断された場合を含む。）は、落札候補者を落札者としないものとする。

２ 入札執行者は、前項の規定により、落札候補者を落札者としない場合は、落札候補者

に、履行能力確認調査結果通知書（様式第１０号）により書面で通知するものとする。

この場合、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格又は総合評価

を適用した工事にあっては総合評価点の最も高い評価点に次いで高い評価点の者の入札

価格（以下「次順位価格」という。）が調査基準価格を下回った入札等以外であるとき

は、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

３ 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回った入札等であった

ときには、当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第２０から前項ま

での規定を準用する。

（落札者等に対する通知）

第２３ 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札者に通知

するとともに、入札結果等の公表要領（平成２０年４月１日施行）に基づき公表するも

のとする。

（随意契約の運用）

第２４ 随意契約により契約を締結しようとするときの取扱いは、別に定める。

２ 災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要がある場合の契約等の取扱いは、別に

定める。

（配置技術者の確認）

第２５ 工事執行者は、第４第２項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは、

配置技術者届出書を、執行規則第１９条第１項に規定する契約の締結の前までに提出さ

せるものとする。ただし、第２０第６項に規定する場合及び談合情報対応マニュアルの



規定により手続を行う場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

２ 前項の配置技術者届出書には、当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるもの

とする。

３ 工事担当課長等は、第１項に規定する配置技術者届出書に基づき、直ちに届出のあっ

た技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認し、入札執行者に報

告するものとする。

４ 入札執行者は、落札者が第１項の規定による期限までに配置技術者届出書を提出しな

いとき及び前項の規定に基づく確認の結果、入札参加条件に適合する技術者の配置がな

されないときは執行規則第１６条第１号の規定に該当するものとして、当該落札者の入

札を無効とする。

（工事費内訳書の確認）

第２６ 入札執行者は、第６第３項の規定により入札参加者に工事費内訳書の提出が求め

られているときは、入札時に提出させるものとする。ただし、第２０第５項に規定する

場合及び談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は、それぞれの定めると

ころによるものとする。

２ 工事担当課長等は、前項の規定により提出された工事費内訳書の内容を調査し、談合

等の不正行為の形跡を認めたときは、直ちに入札執行者に報告するものとする。

３ 第１項の規定により提出された工事費内訳書は、契約書類と合わせて保存するものと

する。

（契約締結等）

第２７ 執行規則第１９条第１項に規定する契約締結の期限については、天災、地変等に

より契約を締結することが困難なとき、談合情報等により契約締結に疑義が生じたとき

その他やむを得ない事情が生じた場合は、この限りでない。

  なお、日数には、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例第１０号）に規定

する県の休日（以下「休日」という。）を含まないものとする。

２ 調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合における執行規則第２２条第１項に基

づく契約保証金の額は、請負代金の１００分の３０以上とし、その他契約保証金の取扱

いについては、別に定める。

（下請負の制限等）

第２８ 執行規則第２６条の２第１項に規定する下請負の承認は、次のいずれかに該当す

るときはしてはならない。ただし、第３号については、工事を施工する上で必要と認め

られる場合は、この限りでない。

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２２条第１項の規定に違反するとき。

(2) 執行規則第２６条の２第２項の規定に違反するとき。

(3) 受注者が、請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委

  任し、又は請け負わせようとするとき。

(4) その他不適切な下請と認められるとき。

（設計変更）

第２９ 執行規則第２７条第１項の工事の変更のうち設計内容の変更によるものについて



は、契約の目的を変更しない限度において、やむを得ない場合に限るものとし、その取

扱いについては、別に定める。

（変更契約金額）

第３０ 執行規則第２７条第１項の工事の変更に伴う変更契約金額は、次の式により算出

した変更請負対象額に消費税及び地方消費税の額を加算した額とするものとし、受注者

に提示して承諾を得なければならない。この場合において、変更請負対象額に千円未満

の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てるものとする。

変更請負対象額=変更請負対象設計額×当初契約金額／当初請負対象設計額

  ただし、第１７第２項ただし書を適用した場合の当初請負対象設計額は、錯誤を改め

た後の額とする。

（前金払）

第３１ 調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合における執行規則第２９条第１項

に基づく前金払の割合は、当該工事の請負代金額の１０分の２の額以内の額とする。

（中間前金払の対象及び限度額）

第３２ 執行規則第２９条の２第１項の中間前金払の対象となる工事に要する経費は、工

事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割

合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険

料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

２ 債務負担行為に係る契約（以下「債務契約」という。）の中間前金払の支払限度額は、

当該支払年度の出来高予定額の１０分の２を超えない範囲とする。

３ 前金払と中間前金払の支払合計額は、契約金額の１０分の６（調査基準価格を下回る

価格で契約締結した場合は１０分の４）を超えてはならないものとする。ただし、債務

契約については、当該支払年度の出来高予定額の１０分の６（調査基準価格を下回る価

格で契約締結した場合は１０分の４）を超えてはならないものとする。

（中間前金払の認定）

第３３ 中間前金払の支払に係る認定の要件は、次の各号のいずれにも該当していること

とする。

(1) 当該契約に係る工期の２分の１（債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の

２分の１）を経過していること。

(2) 工程表により工期の２分の１（債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の２

分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われ

ていること。

(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費（工事現場に搬入された検査済みの材料

等の額を含む。）が請負代金の額の２分の１（債務契約にあっては、当該年度の出来

高予定額の２分の１）以上の額に相当していること。

２ 中間前金払の支払に係る認定の手続は、別に定める。

   附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。



   附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１８年２月１５日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１９年２月１５日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２２年２月１５日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２３年５月１３日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。

    附 則

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

    附 則

この要綱は、平成２５年９月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

  附 則



この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

  この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。

      附 則

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

      附 則

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

  附 則

  この要綱は、令和４年６月１０日から施行する。

      附 則

  この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。


